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ご自宅の状況を一つ一つ確認いただきながら、宿泊

に必要な準備を行ってください。 

１．宿泊前の準備 

 

 

 

■自宅の確認 

・長期間自宅に戻られていない場合は、宿泊を開始される前

に一時帰宅して、ご自宅の状況を確認してください。 
 

・宿泊が難しい状況の場合には、無理をせず宿泊を控えてく

ださい。特に、大規模半壊以上で家が傾いているなど家屋

倒壊のおそれがある場合には、宿泊しないでください。 

 

■電気について 

・送電網は、津波被災地区を除き復旧しています。宿泊に先

立ち、ブレーカーを入れて、電気が使用できるか確認して

ください。電気がつかない場合は、東北電力が立会いの上、

安全を確認して送電しますので、東北電力へ連絡してくだ

さい。なお、ブレーカーを入れる前には（特に発熱する）

電気器具のコンセントを抜いてください。 
 

【電気がつかない場合の連絡先】 

＜東北電力コールセンター＞ 

フリーダイヤル☎ 0120－175－655（午前９時～午後５時） 

※宿泊開始前に、お早めにお申し込みください。 
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＜電気の使用に当たっての注意事項＞ 

宿泊の際には、感電や火災を防止するため、以下の点に

特に注意してください。 
 

① プラグにゴミやホコリがたまっている場合には、コンセ

ントから抜いた上で乾いた布で拭いてから使用してく

ださい。 
 

② ねずみにかじられたりなどして、電気製品のコンセント

やコードが破損したり、雨水が浸入したりしている場合

には、漏電火災の危険性がありますので、絶対に使用し

ないでください。 
 

③ 電気製品の設置状況が不安定になっている場合には、安

定した場所に設置し直してから使用してください。 

 

・電気工事が必要な場合など、必要に応じてご連絡ください。 
 

【電気工事事業者 連絡先】 

◆森本電気商会   ☎ 090-4311-3782 

◆山内電気商会   ☎ 090-5350-4568 

◆松本電気店    ☎ 090-9038-4145 

◆(有)河口電気工事  ☎ 090-3756-2550 
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■上下水道について 

・上水道は、双葉地方水道企業団が、毎日、放射性物質の検

査を実施しており、安全にお飲みいただけます。なお、長

期間使用していない場合には、蛇口を開けて十分に水を流

した上でご使用ください。 
 

・下水道管は、津波被害を除く町内のほぼ全域で復旧してお

り、下水道・排水設備が復旧した箇所は使用できます。 
 

・水道の開栓にあたっては、事前に双葉地方水道企業団にお

問い合わせください。開栓作業当日は、立会いが必要とな

りますので、日程等をご相談ください。 
 

【水道の開栓 連絡先】 

◆双葉地方水道企業団 

☎ 0240-25-5315（平日 午前８時３０分～午後５時） 

※水道の開栓をご希望される方は、お早めに、お電話にて

お申込みください。 

 

■ガスについて 

・震災以降、ガスを長期間使用していない場合、地震等の影

響により、ガス漏れや一酸化炭素中毒等のおそれがありま

す。使用前に、取引されているＬＰガス販売店に連絡し、

配管・器具等の点検を必ず受けてください。 
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※平成 24 年 12 月 31 日に、福井県福井市で、しばらく家を

留守にしていた間に鳥が瞬間湯沸器の排気筒に巣を作って

いたため正常な排気がされず、一酸化炭素を含む排気が脱衣

所に滞留し、2 名が軽傷を負う一酸化炭素中毒事故が発生し

ています。排気筒の状況をよくご確認ください。 
  

・ご契約されている事業者が下記事業者以外の場合には、 

ご自宅に設置されているＬＰガスボンベに記載されてい

る電話番号にお問い合わせの上、ご相談ください。 
 

【楢葉町 ＬＰガス事業者 連絡先】 

◆楢葉プロパン ☎ 090-4884-4964 

☎ 090-7524-7690 

☎ 090-3643-2717 

◆永山プロパン ☎ 090-1931-3594 

☎ 080-5384-2216 

※お早めにご連絡ください。 

 

■郵便について 

・楢葉町内の郵便集配サービスは再開しています（ただし、

町内の郵便局は再開していません。）。 
 

・楢葉町のご自宅等で郵便物を受け取るには、事前にお近く

の郵便局の窓口に転居届を提出してください。通常１年間、

無料で、避難先あての郵便物等が楢葉町の住所に転送され

ます。お早めにお手続きください。 
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・転居届の提出の際には、ご本人（提出者）確認及び転居届

に記載された楢葉町の住所の確認が求められますので、運

転免許証、各種健康保険証などをご持参ください。 

 

■宅配便について 

・楢葉町内では、ヤマト運輸、佐川急便による宅配便サービ

スが再開しています。 
 

・ネットショップ（インターネット上のショッピングサイト）

等の通信販売を利用される際は、配達事業者が上記の事業

者と異なる場合がありますので、注文時に配達事業者をご

確認ください（町内への配達を再開していない事業者の場

合、最寄りの営業所で商品を受け取る必要があります。）。 
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宿泊時は以下の事項に十分ご注意いただき、ご不明

な点は、各連絡先にお問い合わせください。 

２．宿泊時の注意 

 

 

 

■道路の状況 

・町道は、現在、被災箇所の復旧工事を進めていますが、一

部工事が完了していない路線もありますので、路面状況等

に注意して通行してください。特に、夜間の通行には十分

注意してください。 

 

■火気・入浴施設について 

・火気の取扱いには十分ご注意ください。特に、屋外でのた

き火や野焼きは厳禁です。火災の発見が遅れると、大火事

になるおそれがあります。 
 

・たばこのポイ捨て、寝たばこは厳禁です。 
 

・コンロ等の側を離れるときは、必ず火を消してください。 

また、一酸化炭素中毒を避けるため、室内でストーブ、コ

ンロ、火鉢等使う場合、必ず換気してください。 
 

【火事や救急の時の緊急連絡先】 

◆火事や救急の時は、「119 番」してください。 

◆その他消防や救急に関するお問い合わせ 

  富岡消防署楢葉分署 ☎ 0240-25-2119 
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・薪風呂の場合は、煙突や釜が破損していないか確認して 

ください。灰が飛んで出火の原因になったり、火傷をした

りするおそれがあります。 

※屋外で保管していた薪は使用しないでください。 
 

・風呂の故障・破損等によりご自宅で入浴ができない方は、

Ｊヴィレッジ内の入浴施設をご利用ください。 

※しおかぜ荘は現在、リニューアル工事のため使用できません。 
 

＜Ｊヴィレッジ内入浴施設のご案内＞ 

①利用時間 

 午後１時～午後４時３０分（最終入場は午後 4 時） 
 

②場所・駐車場 

・ご利用の際は、J ヴィレッジ施設の正面玄関ではなく、

ロータリー北側の入口からご入場ください。入口から

北に進み、エレベータを利用して北側２階に進むと、

男風呂・女風呂がございます。 

・駐車場は、正面玄関ロータリー近くにあるメディカル

センターの南側にある専用駐車場をご利用ください。 
 

③留意事項 

・本入浴施設の利用対象者は楢葉町民に限ります。運転

免許証や保険証など身分を証明できる書類をご持参い

ただき、入場時にご提示ください。 

・石けん・シャンプー類、タオルなどは備え付けており

ませんので、各自ご持参ください。 
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【Ｊヴィレッジ内入浴施設に関するお問い合わせ】 

◆楢葉町振興公社 

 ☎ 0246-38-7660（平日のみ） 

 

■井戸水について 

・井戸水は放射性物質の測定及び保健所の検査で問題ないこ

とが確認された場合を除き、飲用はお控えいただき、飲料

水や必要な水は適宜用意してください。 

 

■ごみについて 

・宿泊の際に持ち込んだペットボトルや弁当等のごみは、可

燃物・不燃物などを分別し、お近くのごみステーションへ

出してください。なお、ごみ出しの量は極力最小限として

いただきますようご協力をお願いします。 

 

■電話について 

・携帯電話は必ず携行してください。電波状況はご自身で確

認し、電波を受信できる場所を把握してください。また、

充電器を忘れずに携行してください。 

 

■タブレット端末について 

・ご帰宅の際には、タブレット端末と充電器を携行してくだ

さい。 
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・緊急時には、町からお配りしているタブレット端末へ緊急

通報を発信します。 
 

・タブレット端末をまだ申し込みされていない方、その他の

お問い合わせは、下記のコールセンターへお電話ください。 
 

【タブレット端末の申込み、お問い合わせ】 

◆タブレット端末コールセンター 

☎ 0800-800-0733（平日 午前９時～午後５時） 

 

■身分証の携帯 

・宿泊期間中は、本人確認ができるもの（運転免許証、健康

保険証、パスポート等）を常に携帯してください。 

 

■外出時の注意 

・外出される際は、施錠を確実に行い、貴重品は持ち運ぶよ

うにしてください。 

※不審者を発見したら、「110 番」してください。 

※町内では、多くの警察官が巡回しており、職務質問を受けるこ

とがあるかもしれませんが、防犯のためですので、ご理解願い

ます。 

※警察官のほかに、楢葉町特別警戒隊がパトロールを行い、町内

の警戒に当たります。 

※夜間の外出をされる際には、車などの往来に十分注意してくだ

さい。 
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・夜間の不要不急の外出を控え、原則として自宅内に滞在し

てください。 
 

・野生化した家畜やペットは、人に危害を加えるおそれがあ

りますので、見つけても近づかないでください。また、野

生動物（イノシシ等）も町内で頻繁に見かけられますので、

十分注意願います。 

 

■線量計について 

・個人線量計は、自身の積算線量が把握でき、放射線健康管

理に役立てることができることから、町としては、各町民

に個人線量計を貸与し、町内の立入り・宿泊などの際に、

携帯いただくようご案内しております。 
 

・利用方法等の詳細については、本しおりに同封している、

別紙「自身の健康管理や不安の解消のために ぜひ個人線

量計の活用を」のご案内をご覧ください。 
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事前届出における登録内容に変更が生じる場合は、

変更内容の届出（変更届出）を行ってください。 

３．事前届出における登録内容の変更 

 

 

 

■「変更届出」について 

・「事前届出」の登録の際に届け出た内容に変更が生じる場

合（例：宿泊期間の変更）は、事前に変更内容を届け出て

いただきます（宿泊を終える場合も同様です。）。 
 

・変更届出は下記のコールセンターで受け付けています。 
 

【変更届出の連絡先】 

＜準備宿泊受付コールセンター＞ 

フリーダイヤル☎ 0120－576－867 

平日(月～金)：午前８時～午後８時 

土日・祝日：午前８時～午後５時 
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宿泊終了時は、電気・ガス・戸締まり等の確認をし

てください。 

４．宿泊終了後の退出時の注意 

 

 

 

■退去時の注意事項 

・宿泊を終え、ご自宅を退出される際には、 

① 電気の消し忘れがないか 

② ガスの元栓及び容器バルブが閉まっているか 

③ 水道の蛇口が閉まっているか 

④ 戸締まり、施錠を行っているか 

⑤ 貴重品を置いたままにしていないか 

等を十分に確認してください。 
 

・また、登録した宿泊終了日よりも早く（または遅く）退去

される場合には、変更届出を行ってください（→1１ペー

ジ参照）。 
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５．困ったときの問い合わせ先 
 

■盗難や不審者を発見したら、警察に連絡してください。 

【盗難や不審者を発見した場合、その他緊急時の連絡先】 

◆双葉警察署（臨時庁舎、道の駅ならは） 

 ☎ 0240-25-1500 

◆緊急時は、「110 番」してください。 

 

■火事や救急の場合は、「119 番」してください。 

【火事や救急の時の緊急連絡先】 

◆火事や救急の時は、「119 番」してください。 

◆その他消防や救急に関するお問い合わせ 

  富岡消防署楢葉分署 ☎ 0240-25-2119 

 

■準備宿泊に関するお問い合わせ先 

【準備宿泊に関する一般的なお問い合わせ、変更届出】 

＜準備宿泊受付コールセンター＞ 

フリーダイヤル☎ 0120－576－867 

平日(月～金)：午前８時～午後８時 

土日・祝日：午前８時～午後５時 
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【その他、準備宿泊制度に関するお問い合わせ】 

◆原子力災害現地対策本部（終日） 

  ☎ 024－521―7839 

 

【町行政に関するご相談・お問い合わせ】 

◆楢葉町役場 

 ☎ 0240－25－2111（代表） 

平日(月～金)：午前８時 45 分～午後 5 時 30 分 

土日・祝日：午前９時～午後４時 
 

◆楢葉町いわき出張所 

     ☎ 0246－46－2551（代表） 

終 日 ：午前８時 30 分～午後 5 時 15 分 
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（ 参 考 ） 

楢葉町防災行政無線・戸別受信機の点検について 

 

 ご自宅の片付けなどにより楢葉町内に戻られた際には、防災無線の戸別受信機の

状態を下記によりご確認くださいますようお願いいたします。 

 

①町では、正午にチャイムの一斉放送をしており、音が聞こえれば正常です。 

※放送時に不在のときは、まず録音メッセージを全て消去してから、録音ボタン

を押し赤ランプが点いた状態にすると、留守の時でも正午のチャイムが録音さ

れます。次に戻られたときに再生ボタンを押して確認してください。 

 

②電池を入れ替えても、電池不足のメッセージが流れるときは、右脇の電源スイッ

チを一度切り、再度入れてください。 

 

※戸別受信機が故障しているとき、または家屋解体の申込みをされた世帯の方は、

「楢葉町役場いわき出張所」または「現地楢葉町役場環境防災課」の窓口まで、

ご返却くださいますようお願いいたます。 

 

【電源ランプの確認方法】 
 

赤色のときは・・・ 

  →乾電池で動作している状態です。 

  ※電源コードをコンセントにつないでも緑色 

に変わらない場合は故障です。環境防災課 

にご連絡ください。 

 

  緑色で点灯しているときは・・・ 

  →正常です。 

 

  赤、緑に交互点滅しているときは・・・ 

  →乾電池を交換してください。 

 

  オレンジ色で点滅しているときは・・・ 

  →受信不良の状態です。 

  ※ロッドアンテナを伸ばし、設置場所を変えてみてください。 

緑色に点灯しない場合は、環境防災課にご連絡ください。 
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【録音された放送の再生、消去の方法】 

 

  再生ランプが緑色で点灯しているときは、 

放送が録音されています。 
 
 ・再生ボタンを押すと緑点滅し、再生します。 
 
 ・２秒以上の長押しで、次の放送内容が再生 

  されます。 
 
 ・再生を止めるときは、もう一度再生ボタン 

を押してください。 
 
 ・メッセージが無くなるまで繰り返します。 
 
 ・録音ボタンと再生ボタンを同時長押し（３秒以上）すると、ピー音が流れ、 

全てのメッセージが消去されます。 

 

 

【お問い合わせ】 

 ◆楢葉町役場 環境防災課 

  （福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６） 

  ☎ ０２４０－２５－２１１１（代表、平日のみ） 

 


